
大和市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成３０年７月３０日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市規則第５３号 

大和市事務分掌規則の一部を改正する規則 

大和市事務分掌規則（昭和４８年大和市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項文化スポーツ部図書・学び交流課中「 林間学習センター」を削る。 

第４条文化スポーツ部図書・学び交流課第１６号及び第１７号中「大和市生涯学習センター」の

次に「及び大和市北部文化・スポーツ・子育てセンター」を加える。 

附 則 

この規則は、平成３０年８月１日から施行する。 

 


